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＜基本理念＞＜基本理念＞＜基本理念＞＜基本理念＞

株式会社西四国マツダは、地球規模の保全が全人類の最重要課題の一つであることを認識し、

全社員の自主的な取り組みにより、当社の各事業分野の活動において、積極的に環境負荷の

継続的な低減に努め、持続的に発展できる経済社会の実現に寄与する。

＜行動指針＞＜行動指針＞＜行動指針＞＜行動指針＞

1. 環境に関する法規制を遵守します。

2. 二酸化炭素を削減するため、省資源・省エネルギー、総排水量の削減に努めます。

3. 使用済み自動車の適正処理、リサイクルを推進します。

4. 循環型社会に向けて、廃棄物の削減・再使用・再利用活動を推進します。

5. 化学物質の適正な管理に努めるとともに、グリーン購入を推進します。

6. 当社の販売・提供する商品及びサービスは環境配慮型とし、その普及を通じて環境負荷の

低減に努めます。

7. 環境改善目標を定め、継続的な環境改善活動を実践します。

8. 私たちは、環境に関する社会の要請に積極的に耳を傾け、企業活動に反映させます。

9. 全従業員にこの環境方針を周知徹底するとともに、環境活動レポートを作成し、

公表します。

株式会社西四国マツダ

代表取締役社長

1

有國有國有國有國　　　　嘉弘嘉弘嘉弘嘉弘
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１． 事業所名及び代表者名
株式会社西四国マツダ
代表取締役社長  有國　嘉弘

２． 所在地
本社 〒791-1115 愛媛県松山市土居町７９３番地１ ℡ 089（969）1525
山越店 〒791-8013 愛媛県松山市山越６丁目５番１８号 ℡ 089（925）8140
森松店 〒791-1115 愛媛県松山市土居町７９３番地１ ℡ 089（957）2525
新居浜店 〒792-0050 愛媛県新居浜市萩生６０６－１ ℡ 0897（41）9111
今治店 〒799-1523 愛媛県今治市郷桜井４丁目７－５２ ℡ 0898（48）7744
宇和島店 〒798-0074 愛媛県宇和島市並町１丁目２－３４ ℡ 0895（22）4300
高知支店 〒780-0074 高知県高知市南金田４番１１号 ℡ 088（883）9120
桟橋通り店 〒780-8010 高知県高知市桟橋通２丁目１２－７ ℡ 088（832）3131
朝倉店 〒780-8077 高知県高知市朝倉西町１丁目１０－６ ℡ 088（844）3131
中央店 〒780-0074 高知県高知市南金田４番１１号 ℡ 088（883）8460
南国店 〒783-0092 高知県南国市田村乙２１２４－１ ℡ 088（864）2191
安芸店 〒784-0043 高知県安芸市川北甲１６８１－１ ℡ 0887（35）2171
中村店 〒787-0019 高知県四万十市具同２２１１－１ ℡ 0880（37）2107

３． 事業内容
マツダ銘柄の新車販売、国内外メーカーの中古車販売、
自動車整備、部品の販売等、
損害保険取り扱い代理業、
特殊車両の製造・販売他

４． 事業の規模
対象店舗 　全社

５． 法人設立年月日

　

６． 資本金の額

　２億１７００万円

７． 環境管理責任者及び担当者

環境管理責任者 取締役 登尾　修二 TEL ０８９－９６９－１５２５

ＥＡ２１推進事務局長 管理部次長 吉本　直良 TEL ０８８－８８３－９１２０

担当連絡先 管理部次長 吉本　直良 TEL ０８８－８８３－９１２０
（高知支店　管理部）
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1,926台 2,039台 2,406台

9,466台 9,599台
18,128台 17,462台 16,593台
19,621台 20,233台 19,865台

8,329件
外装・板金

損害保険総付保件数

総従業員数

年間売上高（百万円）
年間新車販売台数
年間中古車販売台数

総土地面積

年間整備台数
車検

8,351件

23,544㎡

（平成24年3月期）
225名

6,914
2,175

23,544㎡
216名

6,071

8,281台

2,036台

（平成25年3月期）
205

22,591㎡

2,307台2,511

昭和55年1月16日

事業活動の概要事業活動の概要事業活動の概要事業活動の概要

2,488

8,377件

2,477
7,742

（平成26年3月期）

一般整備
点検



（注）：認証・登録範囲は、下記の全組織です。

店舗網

環境統括責任者 　・環境マネジメントシステム（以下EMS）に関する統括責任者

＜有國社長＞ 　・EMSの実施及び運用に必要な人・設備・費用・時間を用意

　・環境管理責任者の任命

　・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

　・環境目標の設定を承認

　・代表者による全体の評価と見直しを実施

　・環境活動レポートの承認

環境管理責任者 　・実務上の責任者として、環境取り組みを推進
＜登尾取締役＞       ※代表者は、環境活動の実務に関して全部門に対する指揮命令権限を委譲

　・EMSの構築、実施、管理

　・環境活動計画書、環境関連法令取りまとめリスト等の承認

　・環境活動の取組結果を代表者へ報告

　・環境活動レポートの確認

EA21推進事務局 　・環境管理責任者をサポートし、EA21推進事務局として環境取り組みを推進

＜事務局長　吉本次長＞ 　・店舗の環境取り組みの指導・支援

　・環境データの集計・取りまとめ

　・全社環境委員会の事務局

部門長 　・全社環境委員会のメンバーとして、全社の環境取り組みを推進

＜新中サ管理各部長＞ 　・担当部門の環境取り組みの責任者

店舗環境管理責任者 　・店長：　店舗の環境取り組み全体の責任者として、店舗環境取組の推進・管理

＜正：店長、　副：工場長＞ 　・サービスMgr：　MECA21を中心にサービス領域の環境取り組みに責任を持つ

　　とともに店舗全体の環境取り組みにおいて店長をサポートする
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取組体制、及び、認証・登録範囲取組体制、及び、認証・登録範囲取組体制、及び、認証・登録範囲取組体制、及び、認証・登録範囲

環境統括責任者
（代表取締役社長 有國 嘉弘 ）

環境管理責任者
（取締役 登尾 修二）

本社 サービス部
（住田樹保）

本社 新車部
（大仲浩史）

本社 中古車部
（曽我部隆寿）

本社 管理部本部他
（取締役 登尾修二）

EA21環境推進事務局
（事務局長 管理部 吉本）

取組体制図取組体制図取組体制図取組体制図(2014.4.1)(2014.4.1)(2014.4.1)(2014.4.1)

環境委員会

職務担当表職務担当表職務担当表職務担当表

山越店 森松店 新居浜店 今治店 宇和島店

（店長　津川）
（工場長　真鍋）

（副店長　野間）
（工場長　南）

（店長　柏原）
（工場長　渡辺）

（店長　三宅）
（工場長　関家）

（店長　寺尾）
（工場長　酒井）

愛媛事業部　井手寛治
高知支店 桟橋通り店 朝倉店 中央店 南国店 安芸店 中村店

（支店長　小暮）
（店長　福井）

（工場長　宮内）
（店長　武内）

（工場長　松岡　）
（店長　八木）

（工場長　倉松）
（店長　浜口）

（工場長　森田）
（店長　楠瀬）

（工場長　楠瀬）
（店長　沖本）

（工場長　沖本）

高知事業部　小暮勉



１． 環境負荷の現状（2010年4月～2011年3月：基準期間）

化
石
燃
料

２． 環境目標

(1) 削減目標は、当面、前年事業年度のCO2排出量、各種エネルギー使用量、廃棄物排出量、
水使用量の１％を目標とする。

化

石

燃

料

(2) 化学物質の削減とグリーン購入の推進

(3) 当社が生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮への取組

(4) その他 ボランティア清掃、環境教育の実施
　 4

参考：売上高原単位 1.41 1.39 1.38 1.36

0.0118 0.0117 0.0115

参考：売上高原単位 28.7 28.4 28.1 27.8

3.90

参考：売上高原単位 0.513 0.508 0.503 0.498
▲1%

9,099

77

185,524

0.0119

191,343

26,000

3,321

4.02

9,008 8,918 8,829

▲1%
183,669 181,832 180,014

▲1% ▲1% ▲1%

▲1% ▲1%
76 75 75

25,483 25,228

▲1% ▲1% ▲1%
3,288 3,255 3,222

3.98 3.94

189,430 187,535 185,660

▲1% ▲1% ▲1%

'10.4～'11.3
2010年度

1,009,236

1,013,427 1,003,293

▲1% ▲1% ▲1%

1,034,004

㎥

目標

'11.4～'12.3 '12.4～'13.3 '13.4～'14.3
2011年度 2012年度

L

㎥

Kg

L

L

(削減率）

（削減率）

ガソリン使用量

軽油使用量

灯油使用量

ガス使用量

廃棄物排出量

水使用量

(削減率）

(削減率）

（削減率）

（削減率）

（削減率）

(削減率）

参考：売上高原単位

参考：売上高原単位

㎥

項目 単位

kg-CO2

kWh

基準年

1,019,431

備考

〃
〃
〃
〃
〃

3,321
77

185,524

全社
〃
〃191,343

灯油使用量

廃棄物排出量
水使用量

ガス使用量

9,099

L
L
㎥
Kg

26,000軽油使用量

kg-CO2
Kwh
Lガソリン使用量

項目 単位
（基準年）

2010年度

1,019,431
1,034,004

2010年4月～2011年3月

環境目標環境目標環境目標環境目標

二酸化炭素排出量
電力使用量

二酸化炭素排出量

電力使用量

999,144 989,152

2013年度

1,023,664

25,740

▲1% ▲1% ▲1%

▲1% ▲1%

▲1% ▲1% ▲1%

参考：売上高原単位 157.6 156.0 154.4 152.9

参考：売上高原単位 29.6 29.3 29.0 28.7

参考：売上高原単位 159.8 158.2 156.6 155.1

■西四国マツダの全社環境目標■

・事業活動で生じる環境負荷の中で、特に影響の大きい、ガソリン、軽油、電気使

用量、ガス、廃棄物排出量、水使用量の削減に取り組む。



１） 電力使用量の削減
①不要な照明の消灯・節電の徹底
   ・定期的に電気メーターを記録し、使用量を把握することで意識の啓発を図る
   ・メジャーサイン早期消灯の確認、点灯時間は最低月1回、日照時間に合わせ見直す
   ・夜間時、看板広告、事務所、工場照明の消灯
   ・昼休み、休憩時は事務所・工場等の消灯
   ・使用時以外のトイレ・会議室・給油室・部品庫等の消灯確認
   ・自動販売機の商品照明用電灯を全てオフにする
②冷暖房の温度管理をする。
   ・事務所は冷房２８度、暖房２０度の温度設定の徹底
   ・お客様スペースは過剰な冷暖房にならないように適温管理を行う
③エアコンフィルターの清掃
   ・電気設備の点検日に合わせてフィルター清掃を行う
④待機電源オフの徹底
   ・退社時に確認。特に定休日前日の終礼時に確認を行う
⑤クールアースデーへの参加・ウォームビズへの参加

２） 化石燃料使用量の削減
①エコドライブの実践
   ・『エコドライブ１０のすすめ』を実践し、習慣化する
②燃費向上策の実施
   ・社用車の空気圧、不要な荷物が積まれていないかチェックする
   ・ECOオイル交換、エアエレメント清掃交換を進める
   ・燃費性能、環境性能に優れたクリーンディーゼル車の使用推進

①紙排出量の削減
   ・両面・縮小コピーの活用推進
   ・使用済みやミスコピー用紙の裏面の徹底
   ・裏紙用紙（使用可能）のストックボックスの設置
   ・コピー使用後に｢リセット｣ボタンを押す
   ・外部からの持ち込みで発生する不要物（コンビニ、自販機）は原則持ち帰りとしている
②分別を徹底し一般ゴミの削減を推進
③詰め替え可能な製品を購入する
④産業廃棄物の適正処理を徹底し、削減を図る

①水使用量の把握、漏水の確認
   ・定期的に水道メーターの記録と漏水のチェック、使用量を把握することで意識の啓発を図る
②水道の適正使用の励行
   ・水を流したままにしない
   ・ストップノズル付きホースへの全社切り替え
   ・バケツを準備して洗車をする
   ・洗車機の有効活用

①化学物質の使用量を削減する ③環境に配慮した製品の販売促進
②環境に配慮した事務用品等の購入

①緊急対応訓練の実施
②本社や店舗近隣地区のボランティア清掃の継続
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環境活動計画環境活動計画環境活動計画環境活動計画

１．二酸化炭素排出量の削減

３．水使用量の削減

５．その他の計画

２．廃棄物排出量の削減

４.化学物質削減・グリーン購入推進・環境配慮への取組



1.　2013年4月-2014年3月の実績1.　2013年4月-2014年3月の実績1.　2013年4月-2014年3月の実績1.　2013年4月-2014年3月の実績

（◎：良くできた。　○：目標通り　　×：出来なかった。）

項目 単位 基準
（'10.4-'11.3）

目標
（'13.4-'14.3）

参考値
（売上高
原単位）

実績
（'13.4-'14.3）

参考値
（売上高
原単位）

目標
達成率

前年実績
（'12.4-'13.3）

実績
前年比

評価

二酸化炭素排出量 kg-CO2 1,019,431 989,152 152.9 578,266 74.7 171.1% 614,792 -5.9%
◎

　　　　 電力使用量 kWh 1,034,004 1,003,293 155.1 840,646 108.6 119.3% 902,637 -6.9%
◎

ガソリン使用量 L 191,343 185,660 28.7 76,097 9.8 244.0% 84,639 -10.1%
◎

軽油使用量 L 26,000 25,228 3.90 27,442 3.54 91.9% 24,498 12.0%
○

灯油使用量 L 3,321 3,222 0.498 2,478 0.320 130.0% 2,982 -16.9%
◎

ガス使用量 ㎥ 77 75 0.0115 44 0.0057 170.5% 43 2.3%
○

廃棄物排出量 kg 185,524 180,014 27.8 178,186 23.0 101.0% 158,550 12.4%
○

水使用量 ㎥ 9,099 8,829 1.36 9,250 1.19 113.8% 8,798 5.1%
○

(注）四国電力㈱購買電力のＣＯ２排出係数は0.378（2011年度より採用）を使用しました。

2.　取組結果の評価2.　取組結果の評価2.　取組結果の評価2.　取組結果の評価

1)二酸化炭素排出量の削減

　＜結果＞　目標達成　（目標達成率171.1％）

　＜要因＞　　主に電力使用量、及び、自動車の燃料使用量（ガソリン）の削減が大きく寄与した。当期も、全スタッフに対して

　　　　　　　　節電・節約を徹定させると共に、順次、照明設備のLED化、冷蔵庫やエアコン等の省エネ器具への最新化、デマ

　　　　　　　　ンド監視装置の導入（山越店・森松店）を実施した。また、お客様ご来店型の営業方式の定着により、スタッフが

                外出時に使っていた燃料使用量が減少、更に、サービス代車には、お客様が使用した分だけ給油していただく

　　　　　　　　お願いをすることで、エコ運転の啓蒙と同時に燃料使用量も削減することができた。

2)電力使用量の削減

　＜結果＞　目標達成　（目標達成率119.3％）

　

　＜要因＞　　お客様ご来店型営業方式の定着により、時間外残業が抑制され、照明点灯時間や、エアコン稼動時間等が

　　　　　　　　短縮できた。また、毎月、社長を交えた固定費削減会議で議論することが、照明設備のLED化や、古い冷蔵庫・

　　　　　　　　エアコン等の省エネ製品への更新、デマンド監視装置導入（山越店・森松店）につながった。

3)ガソリン・軽油・灯油使用量の削減

　＜結果＞　目標達成　（目標達成率：　ガソリン 224％、軽油91.9％、灯油130％））

　＜要因＞　　お客様ご来店型営業方式の推進で、車両移動による営業活動が減少したこと、また、｢お客様ご自身による

　　　　　　　　給油のお願い｣で、サービス代車に給油するガソリンの量が継続して減少している。

　　　　　　　　　軽油使用量の増加については、CO２排出量の少ない軽油（１ｋｍ走行時ガソリンの約３/４・燃料精製時ガソリン

　　　　　　　　の約１/２）を燃料としたマツダ新開発エンジンである新型クリーンディーゼル（ＳＫＹＡＣＴＩＶ-Ｄ）の使用を推進

　　　　　　　　している結果であり、環境対策としても有効だと考える。灯油については、安全・スペース効率等を考え、買い

　　　　　　　　置きを止めた結果、削減できた。
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取組結果の評価取組結果の評価取組結果の評価取組結果の評価



4）ガス使用量の削減

　＜結果＞　目標達成　（目標達成率170.5％）

　＜要因＞　ご来店いただくお客様数増加に伴い、コーヒーカップ等の洗い物の量も増え、ＬＰガスの使用量も増加した。

　　　　　　　今後、ご来店いただくお客様数の増加が見込まれる中で、環境目標を総量で設定してしまうと、仕事量の増加に

　　　　　　　よる評価ができないことから参考値として掲げた売上高原単位にて評価しています。

5)水使用量の削減

　＜結果＞　目標達成　（対前年売上高原単位比113.8％）

　＜要因＞　　当期は、来店型店舗のあるべき姿のひとつとして、展示車両が常にきれいであることに全社をあげて取組んだ。

　　　　　　　　その結果、展示車両の洗車回数が増え、水使用量も増加したが、お客様（市場）からは、好評をいただくことが

　　　　　　　　でき、売上げ増につながった。水使用量の増加を予想しつつも、当社の施策としての取組であることから、参考値

　　　　　　　　として掲げた売上高原単位にて評価しています。また、安芸店においては、エコアクション取組により、漏水をいち

　　　　　　　　早く発見できたことを、成果の一つとして、付け加えておきます。

6)廃棄物排出量の削減

　＜結果＞　目標達成　（目標達成率101％）

　＜要因＞　目標は達成できたが、対前年はオーバーした。

　　　　　　　　その要因として、売上高の増加に伴い、金属屑排出量が増えたことと、前年度未実施の油水分離槽などの

　　　　　　　　汚泥除去作業によって、汚泥排出量が増えたことがあげられる。

　　　　　　　　　また、一般廃棄物は減少しており、エコアクションの取組が浸透してきている。

7)化学物質の削減

　　　　　　　　2015年度からの実施に向けて、使用量を把握中。既に、有害化学物質のを含有量が少ない製品を購入

　　　　　　　　したり、スプレー缶などのガス圧を利用した製品から、空気圧で噴射できる器具の導入も実施している。

８)グリーン購入の推進

　＜結果＞　環境負荷低減に努める商品（エコ商品・グリーン商品・詰替可能商品）を優先購入することが

　　　　　　　　定着してきたが、その達成度を明確にするため、来期は購入品目と、グリーン購入の比率を見ていきたい。

９）当社が生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮への取組

　＜結果＞　お客様に、エコカー購入、あるいは、車両の定期的な点検整備を積極的に提案し、環境に優しい

　　　　　　　　カーライフを強力に推進中である。

　　　　　　　　※エコカー・エコオイル・エコタイヤの販売、空気圧の適正化、排気ガスチェック、エコドライブのすすめ等。

１０)近隣コミュニケーション

   本社の｢ボランティア清掃日｣（毎月第一木曜日）では、近隣の市道、国道等を中心に除草、ごみ拾い

　 を継続して行っているが、通常日においても社員が自主的に清掃を行うようになっており、

　本社周辺は、清潔な状態に保たれるようになっている。また、店舗周辺の近隣やバス停等も同様に

　周辺市民とのコミュニケーションが図られている。
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１． 環境関連法規

２． 違反・訴訟の有無

環境関連法規等の遵守状況の定期評価の結果、逸脱はありませんでした。
また、関係当局からの違反等の指摘は、過去4年間1件もありません。

代表者評価

　当社では、エコアクション取組を独立したものとせず、業務システムの中に組み込んで効率化と社員の

成長を促してきました。結果、「環境活動計画」にある様々な行動が当たり前にできる社員・組織に成長

しているなあと、感じることが多くなってきましたし、固定費削減にも大きく貢献しています。

　”人の成長が、企業を成長させる”ことを念頭に置き、これからも環境保全に貢献できる企業として

成長していきます。

次年度の取組 ※本年度取組内容に加え、下記の新たな取組を行なう。

・ 店舗の改装、建て替えの際、環境配慮型の施工・商品の導入を推進する
・ 古い家電製品等の省エネタイプへの交換を推進する
・ 有害化学物質の使用量把握
・ グリーン購入推進の継続と購入比率の明確化
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次年度以降の取組次年度以降の取組次年度以降の取組次年度以降の取組

　（自動式車両洗浄施設）
下水道法

・消防用設備の設置、危険物取扱

振動規制法

消防法

騒音規制法

  （乾燥装置）
労働安全衛生法

○

○

・特定施設の届出

　（コンプレッサー,送風機）

廃棄物処理法

自動車リサイクル法

PRTR法

水質汚濁防止法

○

　（コンプレッサー、送風機）

・特定施設の届出

○
・廃棄物の適正処理

・マニフェストの適正管理

・保守点検、清掃の記録

・使用済み自動車の適正処理

○

環境関連法規 要求事項 評価

・防火管理者

・特定機械の設置

・特定施設の届出

・浄化槽設置の届出
浄化槽法

○

環境関連法規への違反・訴訟の有無及び遵守状況の確認環境関連法規への違反・訴訟の有無及び遵守状況の確認環境関連法規への違反・訴訟の有無及び遵守状況の確認環境関連法規への違反・訴訟の有無及び遵守状況の確認
及び評価結果及び評価結果及び評価結果及び評価結果

代表者による全体の評価と見直しの結果代表者による全体の評価と見直しの結果代表者による全体の評価と見直しの結果代表者による全体の評価と見直しの結果

○

　（自動式車両洗浄施設）
○

・特定化学物質の排出量/移動量の把握
○

・特定施設の届出
○


